
特別料金の支払いを受ける食事の提供
当院では、運動部・実業団、プロ活動
をされている運動選手の患者さんに対し
て、競技への早期復帰と早期治癒を目
指し「アスリート食」の提供を行っておりま
す。
入院時食事療養費の標準負担額に１食
につき+290円（税込）でのご提供となりま
す。
対象の患者さん、には事前に管理栄養
士が訪問し同意書に署名を頂いた後、
お食事の提供開始となります。


